
平
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十
九
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一
六
六
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三
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八
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平
成
十
九
年
六
月
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
赤
嶺
政
賢
君
提
出
自
治
体
病
院
の
改
善
及
び
充
実
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
赤
嶺
政
賢
君
提
出
自
治
体
病
院
の
改
善
及
び
充
実
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

自
治
体
病
院
の
責
務
と
役
割
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
病
院
の
立
地
等
に
よ
り
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
地
域
の
公
的
な
医
療
機

関
と
し
て
、
民
間
医
療
機
関
で
は
担
う
こ
と
が
困
難
な
採
算
性
確
保
の
上
で
難
し
い
医
療
を
担
う
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

一
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

地
域
に
お
け
る
基
幹
病
院
・
中
核
病
院
と
な
っ
て
い
る
自
治
体
病
院
は
、
小
児
医
療
、
救
急
医
療
等
の
不
採
算
部
門
、
が

ん
セ
ン
タ
ー
等
の
高
度
医
療
、
へ
き
地
医
療
等
の
分
野
に
お
け
る
地
域
医
療
の
提
供
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
と
認
識
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
自
治
体
病
院
だ
け
で
は
な
く
、
民
間
医
療
機
関
な
ど
も
含
め
、
地
域

に
お
い
て
必
要
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
を
整
え
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
自
治
体
病
院
は
そ
の
厳
し
い
経
営
状
況
を
踏
ま
え

る
と
、
自
ら
の
経
営
形
態
の
見
直
し
も
含
め
て
、
経
営
の
効
率
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
一
条
の
三
に
お
い
て
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
国
民
に
対
し
良
質

一



か
つ
適
切
な
医
療
を
効
率
的
に
提
供
す
る
体
制
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
国
民
に
必
要
な
医
療
提
供
体
制
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

全
国
の
自
治
体
病
院
の
損
益
収
支
の
合
算
額
は
、
平
成
十
七
年
度
が
千
四
百
七
十
六
億
円
、
平
成
十
二
年
度
が
六
百
四
十

四
億
円
、
平
成
七
年
度
が
六
百
三
十
四
億
円
の
そ
れ
ぞ
れ
純
損
失
と
な
っ
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

自
治
体
病
院
の
経
営
は
、
全
国
的
に
見
て
大
変
厳
し
い
状
況
に
あ
り
、
近
年
、
損
益
収
支
は
悪
化
傾
向
に
あ
る
と
認
識
し

て
い
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

自
治
体
病
院
は
、
救
急
医
療
、
高
度
医
療
、
へ
き
地
医
療
な
ど
、
採
算
性
確
保
の
上
で
難
し
い
医
療
を
担
っ
て
い
る
こ
と

に
加
え
、
近
年
に
お
い
て
は
診
療
報
酬
の
改
定
、
患
者
数
の
減
少
等
に
起
因
し
て
収
入
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
や
こ
れ
に
対

応
し
た
歳
出
の
削
減
合
理
化
の
努
力
が
取
組
の
途
上
に
あ
る
こ
と
等
が
原
因
と
考
え
ら
れ
る
。

二



三
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

自
治
体
病
院
の
経
営
が
悪
化
し
た
要
因
は
、
三
の
�
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
御
指
摘
の
「
医
療
費
抑
制
政

策
」
が
根
本
的
な
要
因
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

平
成
十
九
年
版
厚
生
労
働
白
書
に
つ
い
て
は
、
現
在
作
成
中
で
あ
る
が
、
御
指
摘
の
報
道
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
。

四
の
�
に
つ
い
て

近
年
の
自
治
体
病
院
の
厳
し
い
経
営
状
況
や
道
路
整
備
の
進
展
等
を
踏
ま
え
る
と
、例
え
ば
二
次
医
療
圏
を
単
位
と
し
て
、

地
域
全
体
で
効
率
的
な
医
療
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
中
核
的
医
療
を
行
う
基
幹
病
院
と
日
常
的
な
医
療
確
保
を
行

う
病
院
及
び
診
療
所
へ
の
再
編
を
行
う
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

自
治
体
病
院
の
再
編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に
よ
り
、
自
治
体
病
院
の
経
営
基
盤
の
安
定
化
が
図
ら
れ
る
と
と
も
に
、
地
域

全
体
と
し
て
必
要
な
医
療
が
継
続
的
に
提
供
で
き
る
体
制
が
整
備
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

三



四
の
�
に
つ
い
て

再
編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
は
、
地
域
全
体
の
医
療
水
準
の
維
持
、
向
上
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
他
地
域
と
の
間
で
の
医
療

格
差
を
拡
大
さ
せ
な
い
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

四
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

再
編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に
よ
り
、
期
待
す
る
効
果
に
つ
い
て
は
四
の
�
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
現
在

の
と
こ
ろ
、
山
形
県
置
賜
地
域
に
お
い
て
は
、
患
者
と
医
師
の
大
病
院
指
向
に
よ
り
、
基
幹
病
院
に
患
者
が
集
中
す
る
一
方
、

診
療
所
等
で
は
医
師
確
保
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
こ
と
等
は
承
知
し
て
い
る
。
御
指
摘
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
同
地
域
に
お

い
て
解
決
が
図
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

高
知
医
療
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
関
係
の
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
民
間
的
経
営
手
法
導
入
の
一
形
態
と
し
て
Ｐ
Ｆ

Ｉ
の
導
入
を
決
定
さ
れ
た
も
の
と
承
知
し
て
お
り
、
本
再
編
・
統
合
の
効
果
及
び
課
題
等
に
つ
い
て
は
、
関
係
の
地
方
公
共

団
体
に
お
い
て
分
析
・
評
価
が
行
わ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

四



御
指
摘
の
計
画
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
再
編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に
よ
り
目
指
す
べ
き
医
療
機
能
の
面
で
の
具
体
的
な
効

果
等
や
再
編
し
た
場
合
と
し
な
い
場
合
の
将
来
的
な
財
政
負
担
等
に
つ
い
て
十
分
に
検
討
す
る
と
と
も
に
、
住
民
に
対
し
て

説
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

五
の
�
に
つ
い
て

平
成
十
七
年
度
に
お
い
て
、
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
が
適
用
さ
れ
て
い
る
自
治
体

病
院
数
は
九
百
八
十
二
病
院
で
あ
り
、
病
院
全
体
の
十
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。
経
営
主
体
別
の
病
院
数
に
つ
い

て
は
、
都
道
府
県
立
が
二
百
十
七
病
院
、
市
町
村
立
が
六
百
五
十
七
病
院
と
な
っ
て
い
る
。

五
の
�
に
つ
い
て

自
治
体
病
院
が
民
間
医
療
機
関
と
の
適
切
な
役
割
分
担
の
下
、
必
要
な
地
域
医
療
を
継
続
的
に
提
供
す
る
た
め
に
は
、
地

方
公
営
企
業
と
し
て
の
経
済
性
を
発
揮
し
、
経
営
の
健
全
化
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
手
法
の
一
つ
と
し
て
、
民
間
へ
の
事
業
譲
渡
等
に
つ
い
て
検
討
を
要
請
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
地
域
医
療
確
保

の
観
点
か
ら
地
方
公
共
団
体
が
引
き
続
き
自
治
体
病
院
と
し
て
存
続
さ
せ
、
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
す
る
場
合
や
、
地
方

独
立
行
政
法
人
化
を
行
う
場
合
に
は
、
地
方
公
営
企
業
法
の
規
定
等
に
基
づ
き
一
般
会
計
に
お
い
て
適
切
な
経
費
負
担
が
行

五



わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

五
の
�
に
つ
い
て

�
指
定
管
理
者
制
度
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
が
指
定
す
る
も
の
に
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る
制

度
で
あ
る
。

�
Ｐ
Ｆ
Ｉ
は
、
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十

七
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
民
間
の
資
金
、
経
営
能
力
及
び
技
術
的
能
力
を
活
用
し
た
公
共
施
設
等
の
整
備
等
を
実
施
す
る

も
の
で
あ
る
。

�
社
会
医
療
法
人
は
、
医
療
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
法
人
の
う
ち
、
救
急
医
療
等
地
域
で
必

要
と
さ
れ
、
か
つ
確
保
が
困
難
な
医
療
を
行
う
こ
と
等
の
要
件
を
満
た
す
も
の
と
し
て
、
都
道
府
県
知
事
等
が
認
定
す
る
も

の
で
あ
る
。

�
民
間
移
譲
（
民
設
民
営
）
は
、
公
の
施
設
と
し
て
の
自
治
体
病
院
を
廃
止
し
、
民
間
法
人
等
に
対
し
て
経
営
を
譲
渡
す

る
も
の
で
あ
る
。

六



�
地
方
独
立
行
政
法
人
（
非
公
務
員
型
及
び
公
務
員
型
）
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
独
立
行
政
法
人
を
設
立
し
、
経
営
を
譲
渡
す
る
も
の
で
あ
る
。

�
地
方
公
営
企
業
法
の
全
部
適
用
及
び
�
一
部
適
用
に
つ
い
て
は
、
病
院
事
業
は
、
同
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

同
法
の
財
務
規
定
等
の
み
が
当
然
に
適
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
条
例
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
同
法
の
規
定
の
全
部
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

五
の
�
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
十
一
月
一
日
現
在
で
調
査
し
た
平
成
十
七
年
度
以
降
の
民
間
移
譲
等
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
指
定
管
理
者
制

度
は
都
道
府
県
が
一
団
体
、
市
町
村
が
九
団
体
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
は
都
道
府
県
が
二
団
体
、
民
間
移
譲
は
都
道
府
県
が
三
団
体
、
市

町
村
が
四
団
体
、
地
方
独
立
行
政
法
人
は
都
道
府
県
が
二
団
体
、
市
町
村
が
一
団
体
、
地
方
公
営
企
業
法
の
全
部
適
用
は
都

道
府
県
が
四
団
体
、
市
町
村
が
十
八
団
体
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
地
方
公
営
企
業
法
の
一
部
適
用
に
つ
い
て
は
、
調
査
の

対
象
と
し
て
お
ら
ず
、
社
会
医
療
法
人
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
認
定
を
受
け
て
い
る
医
療
法
人
は
な
い
。

五
の
�
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
十
一
月
一
日
現
在
で
調
査
し
た
検
討
状
況
は
、
指
定
管
理
者
制
度
は
都
道
府
県
が
三
団
体
、
市
町
村
が
二
十

七



八
団
体
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
は
都
道
府
県
が
二
団
体
、
市
町
村
が
十
七
団
体
、
民
間
移
譲
は
都
道
府
県
が
四
団
体
、
市
町
村
が
二
十
四

団
体
、
地
方
独
立
行
政
法
人
は
都
道
府
県
が
十
一
団
体
、
市
町
村
が
二
十
三
団
体
で
あ
る
。
な
お
、
社
会
医
療
法
人
並
び
に

地
方
公
営
企
業
法
の
全
部
適
用
及
び
一
部
適
用
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

六
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

医
療
の
質
を
確
保
し
つ
つ
必
要
な
医
療
提
供
体
制
の
継
続
を
図
る
た
め
に
は
自
治
体
病
院
の
改
革
を
推
進
し
て
い
く
こ
と

が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
た
め
に
は
、
コ
ス
ト
削
減
や
収
入
の
確
保
に
よ
る
経
営
効
率
化
、
再
編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
、
経
営
形
態
の
見
直
し

の
�
つ
の
視
点
に
立
っ
た
取
組
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
国
の
示
す
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
数
値
目
標
を
設
定
し
た
改
革
プ
ラ
ン
を
策
定
す
る
よ
う
要
請
す
る
予
定
で
あ
る
。

各
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
改
革
プ
ラ
ン
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
に
お
い
て
新
た
な
支
援
方
策
を
策
定
す
る
と
と

も
に
、
改
革
の
実
施
状
況
を
調
査
・
公
表
す
る
予
定
で
あ
る
。

六
の
�
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
の
医
療
制
度
改
革
は
、
急
速
な
高
齢
化
の
進
展
に
伴
い
、
医
療
費
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
中
で
、
安
心
・
信

八



頼
の
確
保
と
予
防
を
重
視
す
る
と
と
も
に
、
給
付
と
負
担
の
均
衡
を
図
り
、
人
口
構
造
の
変
化
に
対
応
で
き
る
持
続
可
能
な

制
度
を
構
築
す
る
た
め
、
医
療
費
適
正
化
の
総
合
的
な
推
進
等
を
図
っ
た
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
も
必
要
不
可
欠
な
も

の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

御
指
摘
の
医
師
の
偏
在
に
対
し
て
は
、
各
都
道
府
県
内
の
医
療
機
関
に
必
要
な
医
療
従
事
者
を
確
保
す
る
た
め
、
医
療
関

係
者
等
か
ら
な
る
医
療
対
策
協
議
会
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
、
自
治
体
病
院
の
経
営
悪
化
に
対
し
て
は
、
六
の
�
及
び
�
に

つ
い
て
で
述
べ
た
対
策
を
講
じ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

今
後
と
も
、
国
民
の
安
心
の
基
盤
で
あ
る
皆
保
険
制
度
を
堅
持
し
、
将
来
に
わ
た
り
経
済
、
財
政
と
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
、

持
続
可
能
な
制
度
が
構
築
さ
れ
る
よ
う
、
医
療
保
険
制
度
改
革
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

九


